
○
経
済
産
業
省
令
第
三
十
五
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
法
施
行
規
則
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

特
許
法
施
行
規
則
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
の
十
三
の
二
第
三
項
中
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
四
の
備
考
４
中
「又

は

「
【請

求
項 
○

】
」
」
、
「単

位
と
し
て

」
及
び
「こ

の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
協

力
条
約
第
3
4
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
正
が
特
許
法
第
1
8
4
条
の
４
第
１
項
又
は
第
２
項
の
翻
訳
文
に
対
し
、
請
求
項
の
数
を
増 
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加
又
は
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
特
許
請
求
の
範
囲
の
全
文
を
単
位
と
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

」
を
削

り
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「又

は

」
を
「
（明

細
書
に
記
載
し
た
配
列
表
を
補
正
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

「配
列
表
の 
○
を

補
正
し
た

」
）又

は

」
に
改
め
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
一
月
以
内
」
を
「
二
月
以
内
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
三
第
二
項
中
「
限
る
。
」
の
下
に
「
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
一
項
の
配
列
表
に
つ
い
て
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
補
正
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
及
び

第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
補
正
等
」
と
い
う
。
）
を
す

る
と
き
は
、
特
例
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
つ
た
配
列
を
含
む
国
際
出
願
に

係
る
第
一
項
の
配
列
表
に
つ
い
て
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
補
正
等
後
の
配
列
表
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
特
許
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
五
十
条
の
三
第
四
項
中
「
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
又
は
」
の
下
に
「
前
項
の
規

定
に
よ
り
、
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ

る
命
令
に
基
づ
き
」
を
加
え
、
「
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、
「
当
該
配
列
表
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
磁
気
デ
ィ

ス
ク
」
を
「
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク
又
は
当
該
配
列
表
を
記
載
し
た
書
面
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第

九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

特
例
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
つ
た
配
列
を
含
む
国
際
出
願
に
係
る
第
一

項
の
配
列
表
に
つ
い
て
補
正
等
を
す
る
と
き
は
、
当
該
補
正
等
後
の
配
列
表
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
様
式
第
十
五

又
は
様
式
第
十
五
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
手
続
補
正
書
（
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
を
請
求
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
様
式
第
二
十
六
又
は
様
式
第
二
十
六
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
訂
正
請
求
書
）
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
第
五
項
中
「
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
第
一
号
イ
中
「
が
四
百
枚
を
超
え
る
と
き
は
そ
の
用
紙
の
数
を
四
百
枚
と
み
な
す
」
を
「
を
除
く
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
の
備
考
１
中
「 第

5
0
条
の
３
第
８
項

」
を
「 第

5
0
条
の
３
第
９
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。
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４

「
1
1

法
第

法
第

1
1
条
の
規
定
に
よ
る
補
正

。

）

用
紙

（

果
、

法
第
６
条
、

第
2
8
条
第
１
項
若
し
く
は
第
5
0

5
0

第

の
し
に
そ
の
補
正
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り

差
替
え
用
紙
と
す
る
こ
と
が

る
補
正
の
結

な
お

写
で
き

、
。

、
 

に
載

た
字

明
瞭
さ
及
び
用
紙

直
接
複
製
に
影
響

及
ぼ
さ

い
先
に
提

た
書
類

記
し

文
の

の
を

な
こ
と
を
条
件
と
し
て

出
し

、

に
い

そ
に

る
事
項
が

所
削

若
く
は
追
加

は
微

訂
あ
る

は
合

お
て

の
補
正

係
一
部
の
箇

の
除

し
又

軽
な

正
で

と
き

、
、

請
求
の
範
囲
に
つ
い

補
正
す
る
場
合
を
除
く

の
た
め
の
差
替
え
用
紙
を
添
付
す
る
場

て

。

求
範
囲

全
載

た
も

差
替
え
用
紙

添
付

い
ま
た

補
正
後
の
請

の
の

文
を
記

し
の
を

と
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
、 替
え
用
紙
を
別
紙
と
し

添
付
す
る

た
だ
し

条
の
規
定
に
よ
り
請
求
の
範
囲
を
補
正
す
る
場
合
に
あ
つ

は
て

て
。

、

添 補 用 正 条

付 正 紙 の の

し 後 に 場 ３ 用

て の よ 合 第 紙

提 明 る で ９ の

出 細 こ あ 項 全

す 書 と つ の 体

る 又 を て 規 が

、と は 要 定 削

き 法 し そ に 除

は 第 な の よ さ

、 1 い 補 る れ

1

「

。条 正 命 る

磁 の ま に 令 こ

気 規 た 係 に と

、デ 定 る 基 と
なィ に 事 づ

ス よ 項 く る

ク る 条 に 手 場

の 補 の つ 続 合
、記 正 ３ い の

録 後 第 て 補

形 の ８ の 正

記 の式 明 項

等 細 の 録 場

の 書 規 原 合

情 に 定 本 又 令

報 記 に へ は 第

を 載 よ の 第 １

2記 し り 書 条

7

載 た 法 き 条 第

し 配 第 換 の ２

え ３ 項た 列 ６

、書 表 条 が 第
１面 を の 容

」
（

記 規 易 項

録 定 に の

し に で 規原

た よ き 定則

磁 る る にと

気 命 と よし

令 き るデて
、 ィ に は 手

「

続ス 基 差

出 ク づ 替 の

願 を く え 補 

」

」

補
正
の
内
容
の
欄

に
は

別
紙
の
と
お
り

、

「

と
記

す
と
と

補
正

を
指
摘
し

載
る

も
に

事
項

、
補
正
の
た
め
の
差
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２

人
氏
名

（名
称

）
」、

「代
理
人
氏
名

（名
称

配
列
を
記
録
し
た
フ
ァ
イ
ル
名

）
」、

「国
際
出
願
の
表
示

」、

「発
明
の
名
称

使
用
し
た
文
字

の
項
目
を
設
け

」、

「

及
び

「連
絡
先

（電
話
番
号
及
び
担
当
者
の
氏
名

」

）
」

て
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
す
る
。

）を
添
付
し

補
正
の
内
容

」の
欄
に
は

「

、

「

別
添
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
と
お
り

と
記
載
す
る
と
と
も
に
補
正
事
項
を
指
摘
し
、
差
替
え
用
紙
の
添
付
は
不
要
と
す
る

。

5
0
条
の

第
３
第
８
項

5
0
条
の

第
３
第
９
項

様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
１
中
「

の
よ
う
に
改
め
る
。

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次

S
u
b
j
e
c
t
M
a
t
t
e
r 

「 

o
f 
C
o
r
r
e
c
t
i
o
n 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)

」の
欄
に
は

「A
s
p
e
r 
t
h
e
 
a
t
t
a
c
h
e
d 
s
h
e
e
t
s

」 の
よ
う
に

記
す

と
と

補
正

を
指
摘
し

載
る

も
に

事
項

、

て
条
の
規
定
に
よ
り
請
求
の
範
囲
を
補
正
す
る
場
合
に
あ
つ

は
、

替
え
用
紙
と
し
て
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
 

補
正
の

の
を

紙
と
し
て

す
た
め

差
替
え
用
紙

別
添
付

る
。

だ
し

た
、

補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
全
文
を
記
載
し
た
も
の
を
差

ま
た
、

1
1

法
第

条
の
規
定
に
よ
る
補
正

（請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
補
正

す
る
場
合
を
除
く
。

）

て
の
た
め
の
差
替
え
用
紙
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い

、
そ
の
補
正
に
係
る
事
項
が
一
部
の
箇
所
の

除
若
し

は
又
は
軽

な
訂
正
で

と
き
は

削
く

追
加

微
あ
る

、

て
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
条
件
と
し

、

用
紙
に
記
載
し
た
文
字
の
明
瞭
さ
及
び
用
紙
の
直
接
複
製
に
影

先
に
提
出
し
た
書
類
の
写
し
に
そ
の
補
正
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ

コ
ード

」、

「

」

1
1

法
第
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り
、

そ
の
補
正
に
係
る
事
項
に
つ
い
て 

t
h
e 
a
t
t
a
c
h
e
d
M
a
g
n
e
t
i
c
 

の
明
細
書
に
記
載
し
た
配
列
表
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
添
付
し
て
提
出
す
る
と
き
は
、

「 

s 
o
f 
M
a
g
n
e
t
i
c 
D
i
s
k

」
（原

則
と
し
て
、

「A
p
p
l
i
c
a
n
t

」、

「A
g
e
n
t

」、

「I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n

o
f 
t
h
e 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

」、

「T
i
t
l
e 
o
f 
I
n
v
e
n
t
i
o
n

」、

「C
h
a
r
a
c
t
e
r 
C
o
d
e

」、

「F
i
l
e 
N
a
m
e

」

N
a
m
e
)

」

。

）を
添
付
し

、

「S
u
b
j
e
c
t 
M
a
t
t
e
r 
o
f 
C
o
r
r
e
c
t
i
o
n 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)

」

D
i
s
k

」

様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
４
イ
及
び
備
考
５
中
「 

」
を
「 

e d 
D o c u m e n t s

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
る
。

様
式
第

の
備
考
２

様
式
第

の
備
考
２
及
び
３

1
5

1
5

７
５

L
i
s
t
o
f
A
t
t
a
c
h
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s

L
i
s
t
o
f
A
t
t
a
c
h

。

よ
う
に
記
載
す
る
と
と
も
に
補
正
事
項
を
指
摘
し

差
替
え
用
紙
の
添
付
は
不
要
と
す
る

、

に
の
欄

は
の

A
s
p
e
r 

「 

及
び

の
項
目
を
設
け

記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
す
る

C
o
n
t
a
c
t
P
e
r
s
o
n 
(
T
e
l 
(
F
a
x
)
,

て

「 

８
項

規
定
に
よ
り
法
第
６

規
定
に
よ
る

に
基
づ
く

明
細
書

法
第

規
定
に
よ
る

の
条
の

命
令

補
正
後
の

又
は

条
の

補
正
後

1
1

の
記
録
原
本
へ
の
書

換
え
が
容
易
に

る
と

は
差
替
え
用
紙
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い

第
き

で
き

き
5
0

。

場
は
第

３
第
１
項

規
定
に
よ
る
手
続

場
あ
つ

正
の

合
又

条
の

の
の
補
正
の

合
で

て
2
7

、

第
６
条

令
第
１
条
第
２
項

条
第
１
項
若
し
く
は
第
5
0

、
、

。

差
替

用
る

が
る

用
が
削

さ
る

る
場

え
紙
と
す

こ
と

で
き

な
お

紙
の
全
体

除
れ

こ
と
と
な

合
、

、

R
e
c
o
r
d
i
n
g 
F
o
r
m 

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n 
S
u
c
h
A

ま
た

条
の
３
第

、

第
条
の
３
第
９
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
手
続
の
補

2
8 

果
法

補
正
の
結

、

- 6 -



様
式
第
二
十
六
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ー

（

」

、
「

」
（原

則
と
し
て
、

「

）
」、

「

）
」、

「

」、

」、

ド

」、
（

）
」

）

」
、

「

様
式
第
二
十
六
の
二
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２２

付 の る訂 記 氏記

「

し 規 書正 載 名載

S
u
b
j
e
c
t 
M
a
t
t
e
r 

て 定 類 訂事 すす

提 正項 る 名る に へ

「

出 よ の のを こ 称と

す指 と 配と り 書 内

る 第 き 容摘 に 列も

7とを 換し よに

7

、 き 条 えり 記訂

は 第 が訂 作 録 代正

o
f 
R
e
c
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n

１ 容正 成 し 理事

項 易の す た 人項

磁た る フ 氏を の に

。
気 規 でめ ァ 名指

デの イ摘 定 き 別

ィ に る 紙差 を ル 名し
、 ス名 称 よ と の替 添

」

ク る き とえ 付差

の 訂 は お用 し 及替

の

記 正 差 り紙 びえ そ

「 」

欄

録 後 替を 用 の

に

訂 連 形 え別 国紙 訂の

は

正 絡 式 明 用紙 際の 正

、
「

の 先 等出添 細 紙と に

（

内 の 書 にし 願付 係

A
s
p
e
r 

情電 の容 に よて は る

報 記 る添 話 表不 事

を示 載 こ付 の 番要 項

t
h
e 

記 し とす 欄 号と に

載 た をる に 及す つ

。 a
t
t
a
c
h
e
d 
s
h
e
e
t
s

し 要は びる い配
。

た 列 し担 発 て

別 書当 明 表 な の

添 面 を い者 の 記

。磁 の 名 記 録

気 録 まそ 氏 称 原

名デ し たの 本

、

」

ィ た訂 及

ス 磁 第正 び

と

5ク の 使 気 訂に 訂

0記

の 項 デ 条 正係 用 正

載

と 目 し ィ の のる の

す

お を ス ３ た事 た 対

る

り 設 出文 ク 第 め項 象

と

け 願 を ８ のに 字 と

と

て 人コ 添 項 差つ と す

も

い

に

「
、

「

替
用

別
添

る
た

え
紙
を

紙
と
し
て

付
す

だ
し

。
、

の
欄
に
は

と
記
載
す
る
と
と
も
に
訂
正
事
項
を
指
摘
し
、

」
た
だ
し
、

「
「

「

」
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て
の
記
録
原
本
及
び
訂
正
の
対
象
と
す
る
書
類
へ
の
書
き
換
え
が
容
易
に
で
き
る
と
き
は
差
替
え
用
紙
に
よ
る
こ
と
を
要
し

を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
添
付
し
て
提
出
す
る
と
き
は
、

「 

i
c 
D
i
s
k

」
（原

則
と
し
て
、

「A
p
p
l
i
c
a
n
t

」、

「A
g
e
n
t

」、

「I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n 

t
i
o
n

」、

「T
i
t
l
e 
o
f 
I
n
v
e
n
t
i
o
n

」、

「C
h
a
r
a
c
t
e
r 

x
)
, 
N
a
m
e
)

」の
項
目
を
設
け
て
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
す
る

。

の
欄
に
は

「A
s
p
e
r 
t
h
e 
a
t
t
a
c
h
e
d
M
a
g
n
e
t
i
c
 

。

差
替

用
添

不
要

る
え

紙
の

付
は

と
す

、 t
i
o
n

D
i
s
k

」

」

第
条
の
３
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
第

5
0

7
7

な
い

ま
た

。
、

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
後
の
明
細
書
に
記
載
し
た
配
列
表 

I
n f
o
r m a t

i
o n
 
S
u
c
h 
A
s
 
R
e
c o r d

i
n
g
 
F
o
r
m 
o
f
M
a
g
n
e
t


o
f 
t
h
e 

及
び

「 

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l 
A
p
p
l
i
c
a


C
o
d
e

」、

「 F
i
l
e 
N
a m e

」

C
o
n
t
a
c
t 
P
e
r
s
o
n 
(
T
e
l 
(
F
a


を
添
付
し

S
u
b
j
e
c
t 
M
a
t
t
e
r 
o
f 
R
e
c
t
i
f
i
c
a


）

、

「 

の
よ
う
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
訂
正
事
項
を
指
摘
し 

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
法
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
三
十
四

附

則
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条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
を
し
た
外
国
語
国
際
特
許
出
願
又
は
外
国
語
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
補
正
書
の
翻 

(2)
 
(b)


訳
文
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
（
以
下
「
国
際
出
願
日
」
と
い
う
。
）
が

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
国
際
出
願
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
国
際

出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
五
十
条
の
三
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
並
び
に
第
七
十
条
第
五
項
の
規

定
並
び
に
新
規
則
様
式
第
十
五
の
備
考
１
及
び
４
（
配
列
表
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
１
及
び

２
（
配
列
表
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
様
式
第
二
十
六
の
備
考
２
並
び
に
様
式
第
二
十
六
の
二
の
備
考
２
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が

受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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３

新
規
則
第
八
十
条
第
一
号
イ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係

る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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